
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
九
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

資
金
管
理
団
体
の
届
出

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団

主
た
る
事
務
所
の

指

定

年

月

日

を
し
た
者
（
代
表
者
）

体
の
名
称

所
在
地

の
氏
名

川
島
実

奈
良
県
知
事

対
話
で
つ
な

奈
良
市
右
京
三
ー

平
成
三
十
一
年
一

ぐ
奈
良
の
会

一
七
ー
七

月
四
日

髙
田
好
子

三
郷
町
議
会

た
か
だ
よ
し

生
駒
郡
三
郷
町
勢

平
成
三
十
一
年
一

議
員

子
後
援
会

野
東
一
ー
三
ー
三

月
九
日

五

坂
下
早
苗

王
寺
町
議
会

坂
下
早
苗
後

北
葛
城
郡
王
寺
町

平
成
三
十
一
年
一

議
員

援
会

本
町
五
ー
六
ー
二

月
九
日

八

山
下
一
哉

生
駒
市
議
会

山
下
一
哉
後

生
駒
市
俵
口
町
一

平
成
三
十
一
年
一

議
員

援
会

三
一
八
ー
九

月
十
一
日

横
田
誠
治

大
和
高
田
市

横
田
誠
治
後

大
和
高
田
市
昭
和

平
成
三
十
一
年
一

議
会
議
員

援
会

町
一
ー
三
ー
五
○

月
十
一
日

三



佐
藤
利
治

河
合
町
議
会

佐
藤
利
治
後

北
葛
城
郡
河
合
町

平
成
三
十
一
年
一

議
員

援
会

泉
台
二
ー
一
七
ー

月
十
五
日

二
八

東
初
子

上
牧
町
議
会

東
初
子
後
援

北
葛
城
郡
上
牧
町

平
成
三
十
一
年
一

議
員

会

桜
ケ
丘
三
ー
一
四

月
十
五
日

ー
七

小
村
尚
己

奈
良
県
議
会

こ
む
ら
な
お

生
駒
郡
斑
鳩
町
神

平
成
三
十
一
年
一

議
員

き
後
援
会

南
四
ー
九
ー
二
五

月
十
六
日

森
田
浩
行

奈
良
県
議
会

森
田
ひ
ろ
ゆ

奈
良
市
富
雄
元
町

平
成
三
十
一
年
一

議
員

き
後
援
会

一
ー
一
四
ー
一
九

月
七
日

ー
一
○
八
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